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                                １０：０２開議  

 

○ 三木 隆委員長 

 それでは、皆さん、おはようございます。産業生活常任委員会を開会いたしますので、

事務局はインターネット中継を開始してください。 

 本日は、休会中の所管事務調査として、客引き行為等の防止についてを取り扱ってまい

ります。 

 なお、次に、市立四日市病院から２件の報告がございます。 

 その後、10月11日に開催されました議会報告会でいただいたご意見等についての確認と

整理をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、部長よりご挨拶をお願いします。 

 

○ 山下市民文化部長 

 おはようございます。市民文化部長の山下でございます。 

 本日は、前回に引き続きまして、客引き行為等の防止について所管事務調査をいただく

わけでございますが、今後、国体開催等に向けまして、客引き行為にどのように取り組ん

でいくのが効果的なのか、委員の皆様のご意見を賜りながら検討していきたいというふう

に考えておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日は特に１期生、２期生の方々は、四日市市の条例の内容と県条例につい

ても認識がちょっと疎いという意見がありましたので、まず、そのあたりを説明していた

だいて、あと、名古屋市の条例もちょっと説明していただくと、そういう流れでやりたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、配付資料の説明をお願いします。 

 

○ 宮原市民協働安全課長 

 市民協働安全課長の宮原です。おはようございます。 

 それでは、資料のほうの説明をさせていただきます。前回の所管事務調査と重複する部
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分もございますが、まず、四日市市の客引き行為等の防止に関する条例と県条例との違い

を説明させていただいた後に、名古屋市の条例について説明をさせていただきます。 

 四日市市につきましては、平成24年に諏訪栄・西新地地区防犯協議会から市長に対しま

して、三重県条例では規制が困難なキャバクラ等を規制する条例を制定してほしいとの要

望がございまして、市では条例の制定の検討に入りました。検察からの指摘もございまし

て、県警、検察、市とで協議、調整を行いまして、県条例と市条例では規制を重複させな

いということで合意いたしまして、現在の市条例の制定に至っております。 

 本日の資料なんですけれども、タブレットの、産業生活常任委員会の所管事務調査資料、

こちらの４ページ目の次の５ページ目の黄色いチラシをつけさせていただいておるんです

けれども、四日市市の、そちらをごらんいただければと思うんですけれども。 

 

○ 三木 隆委員長 

 はい。お願いします。 

 

○ 宮原市民協働安全課長 

 よろしいでしょうか。 

 条例では、客引き、客待ち、誘引を規制しております。客引きは相手を特定して客とな

るように人を誘う行為でございます。客待ちは、客引きをする目的で客を待つ行為でござ

います。それから、誘引は、不特定の者に呼びかけたり、ビラなどを配ったりして客とな

るように人を誘う行為でございます。 

 そのチラシの裏面を見ていただきたいんですけれども、こちらのほうに、ちょっと色が

薄くなっているところ、上のほうです、こちらが三重県のいわゆる迷惑防止条例で、公衆

に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例におきまして規制をされてい

るところでございます。 

 県条例では、表の薄くなっている部分を規制しておるんですけれども、上から二つ目の

項目、こちらは全ての業種が該当しております。したがいまして、居酒屋等もここに含ま

れておりまして、居酒屋の客引きにおきましても、記載されているような行為があった場

合は、県の条例違反となります。ここに書いてありますように、体を引っ張る、服を引っ

張るであったりとか、所持品を取り上げる、立ちふさがる、つきまとうというような行為

でございます。 
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 それから、この下の５段目まで、ピンサロの部分までは県条例で規制をされております

が、その下、キャバクラ、ホストクラブにつきましては、客引きについて県条例で規制が

されているのですが、誘引、客待ちは規制されていませんので、市条例で規制をしており

ます。 

 また、一番下のマッサージにつきましては、客引き、客待ちについて市条例で規制をし

ているところでございます。 

 それから、右下の図につきましては、客待ち行為を禁止する区域のとおりでございます。 

 もう一度、前のほうに戻っていただきたいんですが、チラシの表面に戻っていただきた

いんですけれども、もう一度確認なんですけれども、市条例で規制しております内容は、

マッサージが客引き、客待ち、それから、キャバクラ、ホストクラブが客待ち、誘引とな

ります。真ん中のところでございます。 

 県条例、市条例とも、罰則は罰金、拘留、科料で、刑罰となっております。刑罰とは、

有罪の判決を受けた人に対して、その人の生命や自由、財産を強制的に奪うことで、刑罰

を受けますと前科がつくというようなこととなっております。 

 今から説明をさせていただきます名古屋市の条例は、地方自治体などが行政上の軽い禁

令を犯した者に科する金銭罰を科しており、いわゆる過料とも呼ばれておりまして、刑罰

とは違うため、前科はつかないというふうになっております。 

 それでは、名古屋市のほうの説明をさせていただきたいと思いますので、資料の３ペー

ジのほうをごらんいただきたいと思います。 

 名古屋市における条例制定の経緯についてご説明させていただきます。 

 名古屋市におきましては、平成27年の12月に中村区の複数店舗より、風営法、愛知県迷

惑防止条例で規制されていない居酒屋などの客引きを規制する条例制定を求める要望がご

ざいまして、以後、中区の複数の団体からも同様の要望が出てきております。 

 翌平成28年の７月には、栄、名古屋駅、それから金山などで実態把握の調査を行ってお

ります。 

 平成29年の１月には、18歳以上の公募市民のネットモニター――500人おるんですけれ

ども、その410人から回答がありましたが――のアンケートを行っております。 

 平成29年の５月には、地域団体、それから、商業団体の16団体に対してヒアリングを行

い、実態調査、来街者アンケート、来街者アンケートは栄、名古屋、金山で行っておりま

す。 
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 その後、検討懇話会を３回実施しておりまして、ここでは現状と課題、それから、対応

策について検討されておられます。 

 それから、平成29年の11月には、パブリックコメントとしまして、客引き行為等の対策

についての基本的な考え方というものに対してパブリックコメントを行っており、平成30

年の３月に条例公布、平成30年の10月には条例の全部施行をされておられるところでござ

います。 

 ２番目の名古屋市における客引き行為等における現状につきまして、まず、１番のとこ

ろなんですけれども、本市の職員が名古屋市の指導員と同行して、現場を視察させていた

だいております。昨年の12月５日、それから、ことしの10月９日に視察させていただきま

した。名古屋市条例における禁止の区域は、名古屋駅、栄地区、金山地区の３地区でござ

います。 

 ２回の視察におきまして、名古屋駅、栄地区の２地区の巡視活動に同行させていただき

ました。名古屋駅は居酒屋などのアルバイトの客引きが中心となっておりまして、栄地区

はキャバクラ等の客引きが中心となっているところでございます。 

 名古屋市の客引きの指導員さんたちは、居酒屋を中心に、中止命令、指導等を実施して

おるところでございます。名古屋市の中心部では客引き行為を行う者の数が多く、指導員、

現状、１班３名体制で３班で対応されておるんですけれども、なかなかきめ細かな対応が

難しいのではないかと感じられました。 

 あと、名古屋市の条例におきましては、ティッシュのチラシを配布する行為であったり

とか、看板を持って宣伝する行為は規制の対象外となっておりますので、ティッシュを手

交される際に声かけ等を行っているようなことも見受けられました。 

 それから、６番目のところですが、名古屋市は、条例施行以降、昨年の10月に施行して

おるんですけれども、罰金、過料５万円の徴収実績は今のところゼロ件となっているよう

でございます。 

 それから、愛知県警が平成29年７月には、ぼったくり防止条例を施行いたしまして、栄

地区を特別区域と設定し、同条例では、わかりやすい料金等の表示義務のほか、不当な勧

誘、それから、不当な料金請求の禁止を定めており、県警による多数の逮捕者が出るとと

もに、違反店舗の公表も実施されております。ホームページ上で、現在12件ほど違反店舗

の公表がされておられます。 

 それから、１枚目めくって、次のページでございますが、４ページをごらんください。 
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 四日市市の条例と名古屋市の条例の比較表をつけております。 

 施行日は四日市が平成28年７月１日に対しまして、名古屋市は平成30年の10月１日とな

っております。 

 規制の対象は、四日市市は特定の業種ということで、キャバクラ、ホストクラブ、マッ

サージを規制しております。名古屋市につきましては全ての業種となっております。 

 規制内容につきましては、四日市が客引き、客待ち、誘引、名古屋市のほうは、それに

加えまして勧誘行為――いわゆるスカウトです――のほうも入っております。 

 立入調査等につきましては、四日市市につきましては規定はございませんが、名古屋市

のほうは規定をされております。しかしながら、条例施行以降、実績はないとのことです。 

 刑罰につきましては、先ほど申し上げましたとおり、四日市市は刑事罰に対しまして、

名古屋市は行政罰ということで、過料を科しているところでございます。 

 罰則内容はごらんのとおりでございまして、その下の両罰規定、四日市市はなしに対し

て、名古屋市のほうは両罰規定を設けておられます。 

 指導員の数につきましては、四日市が人数５名、現在１名欠員状態でございまして４名

で、全て警察ＯＢ嘱託職員となっております。勤務は週４日、時間が15時から23時30分ま

でとなっております。名古屋市につきましては人数10名、警察ＯＢが６名で、民間出身者

が３名となっており、勤務は週５日、16時から23時となっております。 

 その他といたしまして、四日市市の場合は、週１回、警察との合同パトロールを実施し

ておりまして、また、月１回、地区との合同啓発活動を実施しており、この際も警察の方

には同行いただいているところでございます。名古屋市につきましては月１回、警察と合

同でパトロールを実施されております。 

 ４番といたしまして、今後の課題につきまして、まず１番目としまして、条例の対象外

業者、居酒屋、スナック、ガールズバー等への対応、それから、２番目といたしまして、

警察、地域団体、ビルオーナー、不動産業者等とのさらなる連携の強化というところを挙

げさせていただいております。 

 資料の説明につきましては以上でございます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 ありがとうございます。 

 説明はお聞き及びのとおりでございます。ご意見、ご質疑がありましたら、挙手の上、



 - 6 - 

ご発言ください。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 先日の月曜日ですかね、県議会との意見交換会があって、私は代表者じゃないので出席

はしていないんですけれども、その中で、前の議会で提案された意見書についての議論も

なされたと。それに対する反応としては、なかなか県の条例で取り締まっていくことは難

しいんじゃないかというような、何でそんなことを県議会議員が言うのかなと私は不思議

に思うところなんですけれども、そういう議会の反応を持たれる方もおみえになる中で、

市として、現行条例を、この前の議会の中での調査では、過料であるのか、刑事罰である

のかというところがあって、罰金刑を持たせるものと過料というのを一つの条例の中に混

在させるというのは非常に運用が難しくなるんじゃないか等々の行政側の話も聞いている

んですが、先回の月曜日の中身を受けて、四日市市としてどういうことができるのかとい

う現在の考え方があれば示してください。 

 

○ 山下市民文化部長 

 市民文化部長の山下でございます。 

 前も少し申し上げましたが、いわゆる科料、要するに今の市のキャバクラとかマッサー

ジの条例と同じようにしようとすると、当然のことながら検察庁、警察との協議をやって

いく必要があると。それで、先ほど樋口委員も言われましたように、この間の県議会さん

との話し合いの中でも、若干、県のほうの見解としてはなかなか厳しいような雰囲気を私

も捉えました。 

 それで、今後、私どもとしては、まず、議会の意思の中で意見書も提出されております

ので、基本的には県警さん、それと、検察庁さんとまずは議論をする必要があるのかなと

いうふうに考えております。ただ、前もそうでしたが、議論したらすぐにさっさと進むか

というのは、議論をしてみないとわからないということで、ただ、国体もございますので、

ずっとというわけにもまいりませんので、いつの時点か、そういった結論も出しながら、

市としてどう考えるかは、また議会の皆さんと相談をさせていただくことになるのかなと

いうふうに今は思っております。 

 以上でございます。 
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○ 樋口龍馬委員 

 今回、名古屋市の事例を説明してもらいました。 

 本年の４月に仙台市も条例を制定していて、仙台市のほうの目玉は、一番初めが勧告、

２回目が禁止命令、３回目に氏名の公表というふうな段階を踏んで、氏名の公表で、アル

バイトたちが自分の氏名をさらされることを恐れて、少し減少に向かうんじゃないかとい

う効果を期待したというようなものも、いろいろ調べて見つけたんですけれども、そのあ

たりはどうですか。過料とは別に、氏名の公表等というのは、四日市市の条例の中ではう

たっていないわけで、実際に罰則に当たる人が出た場合は、報道各社が取り上げる場合は

あったとしても、市としての公表というのはしていないんですよね、現状では。こういう

ことを新たに盛り込むという、ここについては、例えば業種は縛らないとか、そういう運

用の仕方ってできないですかね。 

 

○ 山下市民文化部長 

 委員おっしゃるように、当然、勧告して公表という概念はありますので、そういったこ

とを考えられるかということなら、考えられないということはないので、そういったこと

も視野に入れることは可能だというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に。 

 

○ 早川新平委員 

 冒頭で宮原課長から説明を受けたときに、県条例と重複させないという言葉があって、

そうすると、四日市がつくった条例は県条例を補完をするという形で捉えられるんだよね。

県だけではだめだから、それを補完する形で四日市がつくるという意味だというふうに捉

えているんやけれども、四日市が独自でそれを制定するということはできないんですか。 

 

○ 宮原市民協働安全課長 

 この条例の制定に至ったところ、先ほどもご説明させていただいたんですけれども、地

元からの要望が、県条例でなかなか難しいところを制定してほしいというところがござい
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ましたので、そこを制定させていただいたところではございますが、やっぱり刑罰を科し

ていく場合に、条例が重なってしまうと、どちらの条例で罰しているのかというところの

判断もつきにくいところもあるというのも聞いております。 

 そういうところもございまして、検察のほうから重複しないようにという提案があって、

警察と検察、市で協議した結果、今の条例になっているというところでございます。 

 

○ 早川新平委員 

 ありがとうございます。 

 現状がそれであれば、今、樋口委員が指摘したように、見解の相違なんやわな、逆に言

うとな。だから、そこをどういうふうに四日市がやっていくか。今説明していただいた名

古屋市の場合の過料がええのか、行政罰としてな、四日市の場合は罰金、刑事罰という形

になっていくというところで、一番効力のある部分を私はつくっていくべきやと思うんで

すよね。どちらがええのか私にはわからないんだけれども、そこのところで、独自で四日

市はやっていけるのかな、現状に合わせてね。僕らは、こういうところで、いやこっちが

いいですよね、こっちもいいですよね、だったらそれを合わせて、一つ四日市独自のやつ

をつくれないのかということだけを聞いて終わります。 

 

○ 山下市民文化部長 

 市民文化部、山下でございます。 

 さっき説明させてもらいました刑事罰を、いわゆる科料を科すということになると、や

はり四日市だけでは、検察庁並びに警察との協議が整わない限り、それはもうできないだ

ろうというふうに思います。 

 ただ、過料そのものについてだけでやれということであれば、できなくはないとは思い

ますが、ただ、警察とやっぱり十分連携をしてやらないと、市だけでやるというわけには

なかなかいかないのではないかなということが、その辺のことについても、警察、十分理

解をしていただいてやっていく必要はあるというふうに思います。 

 ただ、条例をつくるということになれば、議会の皆さんの合意をいただければ、それは

できるのではないか、技術的な話はそうですが、実際にそれが効果があるものになるかど

うかはまた別で、やっぱり警察さんに相当協力をいただかないと、それは難しいというふ

うには考えております。 
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 以上でございます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他にご質疑はありませんでしょうか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 この間の県議会との意見交換会にも同席させていただきましたので、名古屋市の条例の

ように、場所を限定して全ての業種にすることは、例えば四日市に適用した場合に、店で、

今認められている通常の営業行為というのも規制対象になってきたりとか、それから、先

ほど言ったように、行政罰にするのか、刑事罰にするのかという大きな問題とか、さまざ

まクリアをしなきゃいけないという課題が多いなというのは実感としてありました。 

 だから、問題意識はあるんやけれども、例えばこれを具体的に条例化して規制しようと

思うと、賛否いろんな意見が出て、すぐに合意形成は図れないんじゃないかなというとこ

ろで、とりあえずは、請願の趣旨は、今の条例でもっと警察が規制をしてくださいという

ことで、お願いをしたというところでとどまっているというのが現状であると思います。 

 僕も名古屋市の条例を見て、これは行政処分なので、交通事故の行政処分で罰金払った

らそれで終わりというのと全く同じですし、名古屋の歓楽街というのは、四日市の駅前と

比べてどうなのかなという問題とか、それから、通常の営業を本当に自分の店の前で営業

することも規制されるとなると、なかなか抵抗が多くなっていくのではないかなというと

ころをどうやってクリアしていくのかという。 

 ただ、先ほどもおっしゃったように、もう国体が近づいていて、今現状が決していいわ

けではないので、どうしていくかということで、結論は出なかったんです。ただ、県議の

ほうからも、ぜひ現場を、次の意見交換会は机の上だけではなくて、現場に行って、しっ

かりと視察しようという意見もいただいたということだけは報告をしておきます。 

 ただ、条例の内容を変更するとなると、なかなか難しい課題はいろいろあるのかなと思

いますし、名古屋市の条例のように、県条例をその区域に指定して、全ての業種に少しモ

デルチェンジをするのか、独自で四日市の条例をつくるのかというと、先ほど部長が言わ

れたように、いろんなことをクリアしなきゃいけないという問題があるので、なかなかち

ょっと悩ましいなというところはあるのかなというふうには、実感として感じているとこ

ろであります。 
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○ 三木 隆委員長 

 他にご質疑はありませんか。 

 

○ 早川新平委員 

 今、中川委員も指摘したんやけれども、客引きが巧妙化しているというのが、前回、対

象のところ、キャバクラ、ホストクラブ、マッサージ以外の居酒屋でオーケーなんだと。

そこからチェーン店とか系列店へ行くという、この巧妙化になっておるところは、これが

一番、実際、僕、大事なところやと思っておるんですよね。 

 だから、そこのところは、よそのところでも、そういうのはもう仕方がないというか、

抜け道というか、そこのところを何とかせんと、現実どうなのかな。 

 それと、客引きを承知で行くお客さんも見えると思うんだよな、現実論としてはね。知

らん土地に行ったときに、我々でも参考にしたりするときも現実論はあるのでな。そこの

ところ、本当に困っている人と、それを渡りに船として利用する市民もおるのかなという

ところがあるので、そこの境界線というのをどこに引くかというところ、条例で全て、名

古屋市のように全ての業種だめやとやっちゃうのかな。そこのところを僕、今中川委員も

指摘した境界というところ、非常に難しいところがあるんやけどな。 

 だけど、前回、請願者のほうから趣旨を伺ったので、現実には困っているので、２年後

の国体までにはきちっと、よりベターなものをやっぱり形成していかなあかんので、説明

を聞いていると、県、警察ともどうしても協力は不可欠やというところだけはわかったけ

れども、そこの境界はどうするのかな、居酒屋とかから二番煎じで行くところ、そこは取

り締まれへんのやろう、全ての業種というくくり以外は。それだけ教えてください。 

 

○ 山下市民文化部長 

 市民文化部長の山下でございます。 

 委員おっしゃるように、業種を、例えば今回みたいな居酒屋からぐるぐる変わっていく

というやつを法的に縛ろうと思うと、これはなかなか明文化もできませんし、それだけの

業種って、そんな業種、多分なかなか縛れないので、もうゼロか100ですよね。それはも

う全部と言えば全部でやらないと、なかなかそれは効果が見込めないし、明文化すること

自体が、まず非常に難しいと思いますので、これはもう名古屋市さんと同じように、業種
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を区切らずに全部やるということしか、なかなかもう方法はないのかなというふうには考

えております。 

 以上です。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ちょっと今、仙台市のホームページを見ているんですけど、結構な数、公表されている

んですよ。15人、６月14日を皮切りに、月に大体１件ペースというか、１回公表があって、

その中で取りまとめて、何月何日、毎月９日に公表しているのかな。住所も載っかってい

て、その人の名前で住所というか、仙台で検索しておる跡がいっぱいあるんですわ、どう

も。その人の名前を入れるとグーグルの予測検索で仙台と出てくるぐらいになっているの

で、一定の効果はあるのかなと。この人たちの今後というのは、ぜひ仙台市のほうにも、

公表した後、この人たちどうしているというのは聞いてみたいなと思う反面、大学生が多

かったり、その人のフェイスブックなんかも出てくるんですよ。そうすると、在学してい

る大学とか高校まで出てきている状態で、言ったら、犯罪者をつくり出している状況を是

とするかどうかだと思うんですよね。 

 犯罪だとこの人たちは思っていないわけですよ、条例違反をしているとかという意識は

なく、何となくバイト感覚で、業がある以上は需要と供給があって、自分は正業について

いるとも思っているんだろうけれども、実は法令、条例違反になっているという、こうい

う状況をこのまま続けてしまっていいのかということですよ。 

 例えば、こいつら本当に確定申告しておるのかという話ですわ。そんなの不法就労の外

国人と一緒ですやんか、極端に言ったらね。こういう状況を潰していくためにどういう連

携が必要なのかという根幹の部分も考えていかないといけないのではないかなというふう

に思うんですが、そのあたり、いかがですか。 

 

○ 山下市民文化部長 

 確かに樋口委員のおっしゃるとおりだと思いますが、それをどのような形で周知するか

というのが１点と、それと、やはりある程度の何か刑罰みたいなものがないと、なかなか

周知しても、罰金だけ払えばそれで終わりやと思われてしまえばそれで終わりですし、名

前の公表といっても、相当調べないと、個人情報ですので簡単にはいかないので、その辺

の手続をどうするのかということは、私はちょっと仙台市のことはわかりませんので、仙
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台市のほうにも一回視察なり電話なりさせてもらって調べてみたいなというふうには思い

ます。 

 その中で、やはり委員おっしゃるように、犯罪者をつくっていくようなこと、全然知ら

ずにやって、それで、そんなことは知らなかったよということにはならないようにする必

要はあるというふうな認識は行政として十分持っていると。 

 以上でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 今ちょっとどうなっているか、僕も四日市の、そんなに絞り込んだ見方をしていなかっ

た。確か去年の夏ぐらいからかな、同じそろいのＴシャツを着て、さまざまな居酒屋さん

のメニューボードを持ってということをやっていたグループがありましたよね。今、ちょ

っとそれが存在しているかどうか。その居酒屋さんが雇用した従業員が、お客さんが来う

へんもんで閑古鳥が鳴いていて、ホールのスタッフなりを、ちょっと店の外に出て、お客

さん呼び込んできてくれやんかという敷地内での呼び込み、これを禁止したらあかんと僕、

思いますよ、敷地内であれば。 

 けど、公道に出てきて、公道上で、今から手を広げて、済みません、ちょっと待ってく

ださいって、あるじゃないですか。ありますよね。私も四日市歩いていてやられるときあ

ります。前のほうに出ながらメッセージボード、何探していますか。どうですか、居酒屋

さん決まっていますかといって、５ｍから10ｍ、ついてきますわ。あんなの完全に迷防条

例の違反ですよ、言ったらね。そこが判断が難しいというふうに県が言うんやったら、も

うそれは県の怠慢だと思うし、そういうことをしっかりしてくれよというのが今回の意見

書だと僕は思っています。 

 ビルの敷地内から、声を出しながら、拡声機を使わずに、寄っていってくださいと、今

お客さんおらんのですと、これはサービスしますよと、今入ってくれるんだったら飲み放

題100円まけますよ、500円まけますよと、これは、僕は別にいいと思うんですよ、敷地の

中だったら。 

 でも、それを、客引きは――言ったら無料案内所というのは、自分たちの敷地を確保し

て、その中で紹介をするところの業態ありますよね。これはぎりぎりセーフかなと思うん

ですけど――営業の許可もとらずに、人だけ集めて、これだけ人を連れていったらキック

バックをこれだけ頂戴よという取り決めをしている、その案内をさせる、キックバックす



 - 13 - 

る店も本来取り締まらなあかんし、誰が悪いのやというところを、やっぱり目をつけられ

るような、それがもし市の条例改正で行けるんだったら、キャッチをしている個人ではな

くて、雇用している人たちに踏み込めるようなものになるのであれば、どうなのかなと。 

 だって、こんなの、場合によっては未成年の人間もやっているわけじゃないですか。三

重県の青少年健全育成条例にだってひっかかるような話ですよ。そういうことも、協議が

難しいというのはわかります。 

 この前、諏訪交番であったり、四日市南署の生活安全課の刑事であったりという、ごく

我々と近い立場の県警の方とお話をしました。大分話しました。１時間、２時間ぐらい話

しました。県警さんがどうやって思っておるのか知らんですけど、県警さんは全然、迷防

条例に期待していないんですよ。四日市の条例が強くなることによって、より厳しい規制

をしたいというふうに思っていますということを言っていましたわ、その方たちは。 

 ただ、それが県警全体の考え方であるかどうか、僕は確信は持っていないですけれども、

県の迷防条例のほうで強めていくという考え方はできないんですかねと言ったら、いや、

四日市さんの場合は四日市さんの条例でやってもらったほうがいいのと違いますか、僕ら

はそんなに難しいことはわかりませんけどねぐらいのことは言っていました。 

 そこら辺をもっともっと詰めていけるのであれば、市という行政体と県というものとの

難しいところは理解せんでもないですけど、それを議会が、わかりました、それは確かに

難しいですわなとさらってしまうと、世の中よくならないので、ここは多少厳しくても踏

み込んでいってほしいなというふうに思うんですけれども、ちょっと話がまとまりきらん

かったので、特段のコメントを、こういうふうにしてくれということはないですが、何か

言いたいことがあれば聞きたいと思いますし、特段なければ違う方が話していただいたら

いいんじゃないかなと思います。 

 

○ 三木 隆委員長 

 理事者、何かありますか。 

 

○ 山下市民文化部長 

 市民文化部、山下でございます。 

 委員おっしゃることはよく理解はするんですが、ただ、その相手方、店側に、そこへ入

っていこうとすると、捜査権といいますか、市のレベルでやろうと思うと、条例にそんな
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ことができるのかどうかも含めて、ちょっとその辺は、法務とか、いろんなところと研究

もさせてもらわないと、今の段階では見解というのは申し上げられないので、申しわけな

いですけど、そんな状況です。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に。 

 

○ 小川政人委員 

 いろいろ考えておっても仕方がないで、やれることからやっていくというのが一番大事

やと思うので、僕は名古屋でも仙台でも、真似できるものは、真似させてもらってやった

らええわ。 

 ただ、一つだけ気になるのは、この間も請願者の中でも意見がちょっと違ったみたいな

気がしていて、名古屋市の条例をというのはラーメン屋さんだけみたいな気がしたけど、

そこの請願者というのは、この規制を禁止する区域の人たちの合意がないと、なかなか理

解が得られないので、そこは一遍きちっとこの間の請願をしてきた人たちの合意を得て、

やれるんやったら、まずとりあえずできることからしていかんと仕方がないのかなという、

僕は前回からそういう考えです。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 三木 隆委員長 

 いろいろな意見が出て、具体的に何をしていこうというのがずっと見えてこないんです

が、今、小川委員がおっしゃったように、私個人としては、今の本当の現状、実態をちょ

っと分析しないとあかんかなという部分も考えておるんですよ。 

 その中で、どういう手法、方法があるかという部分を、委員の皆さんも、具体的な何か

方法論というんですか、この課題は続いていきますもんで、次回までには各委員さんが整

理していただいて、今何をすべきか、何をやるべきかというのをもう少し明確にしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

○ 樋口龍馬委員 
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 ちょっと、次回にという話でいいんですけれども、そもそも営業許可を出しているのは、

今は基本的には市なわけじゃないですか、普通の飲食やったらね。そうでしょう。飲食営

業の許可を出すのは、そこで出しているわけでしょう、ですよね。保健所が出しておるわ

けですよ。その保健所が営業許可を出していなかったら違う法で縛られるわけですわ。そ

うですよね。保健所が許可を出したところの客引きで地元が迷惑をしていると。というこ

とは、つまり、組合に入っていないわけですわ、商店街であったり、組合であったりに加

盟をしていれば、もっと前段階で話がなくなるんじゃ。自治体加入促進条例じゃないです

けれども、やっぱり営業許可を出すときに、もっとハードルを上げなあかんの違いますか。

きちんと組合に入るなり、組合から脱会した場合には営業許可を取り消すぐらいのことを、

市の条例で縛れるのであれば僕は縛っていくべきじゃないかなと。 

 大体チェーンの居酒屋ですわ。個人の方が始めたところで、客引きなんか使わないです

よ。結局、そういう人たちが商店街の電気代も払わへんしで、ぐるぐるぐるぐるあかんほ

うに、あかんほうに、ヤドカリみたいにしてあらわれた人たちが、地元の電気代も払わへ

ん、客引きも横行させる、その裏に、場合によっては暴力団排除条例にひっかかるような

方たちが経営にかかわっているような店舗の客引きも含まれている。不法に滞在する外国

人の方の隠れみのになっていくということを考えると、僕は、保健所政令市という名前が

ついていて、保健所を持っている四日市でやれることがあるんじゃないかなという気はし

ます。 

 そこにもっともっと規制かけて、今、営業許可が出ていたって、もう一回ちょっとクリ

ーニングして、どの組合に入っておるのやと、組合に入らんと次の営業の更新ないぞと、

それぐらいのことを言ってはいけないんですかね、それは所管が変わっちゃうもんであれ

ですけども、ちょっとその辺の庁内調整がとれないかどうか確認させてください。 

 

○ 山下市民文化部長 

 今のうちの条例、要するに客引き防止条例の範囲の中であれば保健所との話はできるの

かなというふうに思いますが、今議論されたように、客引き等の話については、どっちが

先なんやという話なので、条例ができてからしかそういう話はできやんというのか、もと

もと保健所のほうの許可の中に、そういったものは入れられやんのかというのは、一度こ

ちらも庁内の中で整理をさせてもらいたいなというふうに思います。 

 以上です。 
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○ 三木 隆委員長 

 他に。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ちょっと確認ですけど、両罰規定が本市の場合はなしですよね。名古屋市の場合はあり

ですよね。この両罰規定というのは、客引きしているやつを引っ張ったときに、この使用

者責任を問えるかどうかというところなんで、これ、要は、末端ばっかり捕まえていても、

仙台市を見ていたら、店の名前が入っているのも公表されているということは、両罰規定

があるのかなと推測するんですけど、この辺を強化していくということが、先ほど少し樋

口委員が言われたところも抑止になったりとかという、組合に入るのを規定するというの

は、なかなかちょっと法的に難しいのかなと思うんですけど、ただ、両罰規定を設けて、

そういうところは許さないという部分は必要なのかなと思いますし、この間、県議会との

話の中でも、県警にぜひお願いしたいのは、請願者が言っておられたように、居酒屋やっ

たり、タコ焼き屋さんやったりとかと言って、言い逃れをすると。 

 でも、その言い逃れができないように、例えば、もう少し真剣に内偵なり捜査なりして

いただければ、幾ら言っていても、いや、実のところはこっちでやっておるというのを捕

まえれば引っ張れるわけですから、そういうところの強化をしてくださいというお願いは

したつもりではあるんですけど、となると、この両罰規定なしというのは、少し条例とし

てはいかがなのかと思ってしまうので、その辺はどうですかね。 

 

○ 宮原市民協働安全課長 

 市民協働安全課長の宮原です。 

 キャバクラ等の客引きにつきましては、県条例のほうに両罰規定がありますが、マッサ

ージ等、そういうようなところにつきましては、個人の経営等がありまして、両罰規定の

実効性があるかどうかというのは、不確定というところで、これらの刑罰につきましては、

現状の条例では、検察、警察と協議を重ねた結果、このように落ち着いたということでご

ざいます。 

 以上でございます。 
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○ 中川雅晶委員 

 ということは、マッサージだけが両罰規定の対象になっていないんですか。キャバクラ、

ホストクラブは県条例のほうでひっかかるんですかね。 

 

○ 後藤市民協働安全課課付主幹 

 市民協働安全課、後藤でございます。 

 四日市市の客引き行為等の防止に関する条例におきましては、両罰規定の定めというの

はございませんので、実際に客引きをした者を規制の対象としております。ですので、使

用者側については対象外ということになってございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 三重県条例は、キャバクラ、ホストクラブは、客引きも規制対象になっているわけです

よね。 

 

○ 後藤市民協働安全課課付主幹 

 なっております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 規制対象になっているということは、両罰規定も適用されるということですね、こっち

は。マッサージは県条例の適用となっていないので。 

 

○ 宮原市民協働安全課長 

 市民協働安全課長の宮原です。 

 チラシの資料の中なんですけれども、これの一番上のところで、風俗関係に係る部分に

つきまして、他人に客引き等の行為をさせるというところの客引き、これにつきましては、

雇用者のほうにも罰則が適用されるんですけれども、県条例では、そもそもこの表の一番

下になりますマッサージにつきましては規制されておりませんので、こちらの部分では市

条例で対応しておりますので、両罰規定はこちらのほうは適用されていないということで

ございます。 

 以上でございます。 
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○ 中川雅晶委員 

 ということは、ホストクラブについては県条例の両罰規定が適用になっているというこ

とですね。 

 

○ 宮原市民協働安全課長 

 そのように認識しております。 

 

○ 三木 隆委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 早川新平委員 

 どうもこれ、ひっかかるのやけど、県条例と四日市市の条例で重複させないというのが

冒頭であったんやわな、宮原課長、さっきも俺が言ったけど、これはどういう理由なのか。

補完をするだけの条例なんやったら、それで完璧なものができればいいけれども、今指摘

させてもらったところでも、何かどっちにも入らんようなとか。四日市独自でもっと強力

なものはできないのか。そこだけ聞かせて。 

 

○ 山下市民文化部長 

 これは先ほどから申し上げているように、要するに警察と検察との話し合いがあって、

三重県全体の話と全国の話もあって、検察のほうが、四日市市だけ特別に出したやつの条

例で、その両罰を認めるかどうかということは、やっぱり協議しないと、ちょっと今の段

階でできるかできないかというのはなかなか言えない。ただ、相当厳しいのではないかな

という感触があるということで、今後、その辺の議論は警察さんと協力させてもらってや

っていくというのは可能かなというふうには思っています。 

 

○ 早川新平委員 

 今までの議論をずっと聞いていても、この間の請願者を含め、そこで実害を受けている

方々と、それから、実質、外から見ている我々との思いの差というのがどうしてもあるん

ですよ。 
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 四日市市が2021年の国体に向けて、必ずこういったことは、四日市が中心になるのはわ

かっているので、この現状がよしとはしていない。そうすると、県条例を補完するという、

ちょっと２番的なことやなしに、僕はもっと四日市がリーダーシップをとっていかなあか

んと思っておるのやわ。 

 これが我々の仕事なんやろうけれども、名古屋市がやっているようなところと、過料と

かいろんなところをかけてね、雇用主まで行かないと、さっき中川委員が言っていたよう

に、トカゲの尻尾切りだけではなしにやらないと、必ず出てくるんですよね。業態として

はお客さんを呼ぶことについて必死なので、抜け道というか、そこに業者って必ず一生懸

命なので、市民の方とか、来街者、来てくれる方たちの安全をどのように担保していくか

というのがこの条例であると思うので、何か補完するということに関して、僕は物すごい

消極的なイメージがあるので、だから、どちらがええのかはちょっとまだこれからやらな

あかんと思うね、名古屋方式がいいのか。そこのところは、もっと全面的に四日市が中心

になってやっていかなあかんやろうなと。せっかくいいところもあるんでね。市条例を補

完するやり方やったらいいけど、県条例を補完するということについては、非常にちょっ

と違和感がある。意見です。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他にご質疑はありますか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 法務にまた確認をとってほしいんですけど、市条例上で、上位法であったり、県条例を

引用する場合というのがあると思うんですよね。それを引用した上で、先ほどの、例えば

四日市でいうと、指導、勧告、命令の順番でしたよね、四日市は、違いましたっけ。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 樋口龍馬委員 

 そうそう。例えば、さっき言った氏名の公表を別枠で設けることはできると思うんです

よ。罰金以外のところを条項で。そこの中に、県条例にかかわるものについても同様のプ

ロセスを踏んで、迷惑防止条例に係るものを引っ張ってきておいて、これについても、勧
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告の時点なり命令の時点で氏名を公表しますということは、僕は設けられるんじゃないか

なと思うので、それを一回、法務のほうに確認してほしいんですが、これ、言っておる意

味、わかるかどうか確認させてください。 

 

○ 宮原市民協働安全課長 

 確認させていただきます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に。 

 

○ 中川雅晶委員 

 例えば、自分の店の敷地内であれば別に、先ほど言われたように全然問題ないんですけ

ど、店の前の公道でも、お客さんを、ハンドマイクを使わずに呼び込むことは適切な営業

活動として認められているというのはあると思うんですけど、この間の県議会議員さんか

らもそうやっていろいろ指摘があった部分があって、どこまでやという部分も、いや、ど

こかの市で、看板、これ違法やって歩き回っている人がおられる報道もあったりとかする

中で、どこまで違法なのか、どこまでが適法なのかというのも結構曖昧に、私としては曖

昧な感じで適用されているのかなと思うと、それを例えば、これを名古屋市の条例みたい

にかちっとすると、どこまで規制するかというのも、より厳しく規制しなきゃならないと

かとなると、いや、今までの看板、これ、全部違法ですよと取り払ったりとか、今まで通

常やと思っている呼び込みが違法になるとかというところのガイドラインか何か、そうい

うのはあるんですかね、行政として。 

 

○ 山下市民文化部長 

 委員がおっしゃる公道と言えば、一般的には道路、市の所有している道路は公道になり

ますので、敷地の境界線より出たら全部公道になるので、ある意味、そうした看板とか、

そんなのは客引きになるのか、ならんのかという話も、当然、大きな議論に入ってくる可

能性もあります、今の段階では。 

 本来的な経済活動とのかかわりもありますので、その辺も十分配慮しながらはしなけれ

ばなかなか厳しいかなというところは若干思っています。 
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○ 中川雅晶委員 

 この間の三重県議会との中には、そういう通常の経済活動も阻害してしまうという可能

性もあるんじゃないかなとかという意見もたくさんあって、なかなか難しいというような

意見があったというのがあったということだけ、お伝えだけしておきます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 松阪市の正論おじさんの話をしておると思うんですけど、スターアイランドの前の通り、

ありますよね、近鉄から。あそこ、最近、看板がへこんでいるの知っています。看板全部、

敷地の中に引っ込めてもうたんですよ。あれ、事情は知ってますよね。看板引っ込めても

うた事情はご存じですよね。ちょっとなかなか会議の場所では言えないと思うんですけど、

引っ込めてもうたんですよ。 

 それは、各看板所有者の皆さんと協議をした結果、安全・安心な歩行空間を確保するた

めという名のもとに、主に警察さんが指導しながら進めていったという事例があるので、

規定として設けるのはやっぱりすごく難しいと思うんですね。ましてや歩行者天国になっ

ておるわけですよね、アーケードの中というのは。あれは本来は道なんですよ。車が走れ

る道路なんですよね。それを歩行者専用区間として区切って使っているので、どこかの商

店街なんかは、確か敷地から何ｍかを色分けして、何時から何時までの占有期間について

は、せり出し販売、ワゴン販売を認めるみたいなことをやっていた商店街も確かあったよ

うに僕は記憶しておるんですけど、そういうことをまちの取り組みとしてやることはでき

たとしても、多分、法律とか条例で縛ってしまうのは、中川委員が言われるとおり、物す

ごく難しいんだろうなとは思います。 

 看板はよくて人間はあかんのかと言われると、これは難しいところなんですけど、何と

かやっぱり撲滅の方向に向けて進めていきたいという思いは一緒なのかなと思いますので、

補足じゃないですけど、私が最近知った情報の中から少し出させてもらいました。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他にご質疑はありますか。 

 

（なし） 
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○ 三木 隆委員長 

 質疑もないようですので、本件につきましてはこの程度といたします。 

 次に、市立四日市病院から報告事項がございますので、理事者の入れかえを行います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、市立四日市病院から２件の報告を受けたいと思います。 

 まず、事務長よりご挨拶をお願いします。 

 

○ 加藤市立四日市病院事務長兼病院事業副管理者 

 おはようございます。市立四日市病院でございます。 

 このたび、当院に対し実施されました税務調査に関しまして、大変残念かつ反省すべき

事項について議会の皆様のほうにご報告をさせていただきたい案件が出てまいりましたの

で、お時間を頂戴した次第でございます。あわせまして、今般成立しました示談事案につ

いてご報告をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○ 三木 隆委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、四日市税務署の税務調査に対する対応についての報告として、説明をお願い

いたします。 

 

○ 太田市立四日市病院次長兼総務課長 

 市立四日市病院次長の太田でございます。よろしくお願いいたします。 

 この件につきましては、総務部のほうから、他の委員会の皆様に対して、ペーパーでご

報告をしているということですので、今回、タブレットではなくてペーパーのほうでご説

明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、ページをおめくりいただきまして、３ページをお願いいたします。 

 報告事項１としまして、市立四日市病院に対する四日市税務署の税務調査に対する対応

について、事案の概要としまして、８月５日から８日にかけて、四日市税務署から税務調

査が当院のほうに実施されました。 

 ２件のお話がございますので、１件目について、そして、その後、２件目についてお話
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をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目でございます。職員の源泉徴収につきまして、ことし、扶養控除等申告書、

どういう扶養をしているかというような申告書がございますが、それが提出されていない

にもかかわらず、国税庁が定める源泉徴収税額表というのがございます。そちらに甲欄、

乙欄というのがございます。甲欄については、主な事業所については甲欄で徴収するとい

うところでございまして、甲欄については源泉徴収すべき額が小さいというところでござ

います。そちらのほうで当院が源泉徴収をしていますけれども、税務署のほうからは、扶

養控除等申告書が提出されていない以上、乙欄――こちらのほうは源泉徴収額が大きいの

でございますが――のほうで計算して源泉徴収をすべきというようなことでございました。 

 その中で、ことしに入ってから退職した職員につきましては、その申告書の提出を設け

ることがないまま甲欄で源泉徴収を行い、もはやその提出を求めることができないという

ことでございますので、退職者について是正を求めるというような連絡があったというと

ころでございます。 

 その四角の下の指摘事項のところに移っていただきたいんですけれども、これにつきま

しては、従前より、11月ごろに職員に対しまして、当該年分の扶養控除等申告書の提出を

求めまして、これをもとに年末調整を行うとともに、このときに整理しましたデータを、

翌年１月以降の給与支給にも利用して、年末調整のときに、先ほども申しました甲欄の適

用であれば、翌年１月からも甲欄で源泉徴収をしておりました。 

 そのため、毎年最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに提出しなければならない

とする税法の規定には沿わない運用となっていて、指摘を受けたというところでございま

す。この点につきまして、源泉徴収額を修正するというところで考えております。 

 この納税額につきましては、その下にございます対象者について、ことし１月から６月

末までの退職者62人、追加納税額は2353万7754円でございます。これについては、また説

明をさせていただきますけれども、最終的には還付されるというようなものでございます。 

 そして、それにつきまして、納期から過ぎますと、不納付加算税でございますが、10％

かかってくるというところでございます。そして、あわせて、期限を過ぎた後ということ

になりますので、延滞金がかかってくるというところでございます。 

 申しわけございません。この支払いにつきまして、４ページのほうをおめくりいただき

たいと思います。 

 この源泉徴収の方法につきましては、当院でなくて、四日市市の職員全てこのような形
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の納付をしていたところでございますので、本庁及び上下水道局についても同様のやり方

をしておったということなので、徴収、納付を行うというところでございます。 

 納税額につきましては、本庁につきまして市長部局、退職者71人、本税としまして992

万9599円、教育委員会６人分、本税30万6410円、消防５人分89万8245円、結果として本庁

分合計として82人分の1113万4254円で、加算税が５％になっております。 

 先ほど、病院のほうの加算税は10％でございました。これにつきましては、当院は税務

署のほうから調査が入ったということになりますので、指摘を受けてお支払いする場合は

加算税は10％、本庁、上下水道局につきましては、調査が入ったわけではなく、自主納付

という形になりますので、加算税は５％というような違いが出てくるというところでござ

います。そして、済みません、上下水道局につきましては４人分で106万6204円というと

ころでございます。 

 これで、次の５ページをごらんいただきたいんですけれども、この支払いにつきまして

は、四日市市と税務署と職員の三者が出てくるわけでございますが、まず、四日市市から

税務署のほうについている矢印がございます。①源泉徴収義務者として、先ほど申しまし

た甲欄と乙欄の差額を納付します。これは、先ほど申しました本税分というのがこちらの

金額でございますが、こちらを税務署のほうに支払います。 

 そして、その後、これは本来、源泉徴収でございますから、職員からいわゆる天引きし

て支払うというようなものでございますので、その後、職員から、左の②でございます、

甲欄と乙欄の差額を職員から支払っていただく。それを受けて、病院、市のほうが源泉徴

収票を職員に発行いたします。その源泉徴収票を持って、職員が税務署のほうに確定申告

を行う、そういうことによって、税務署から職員のほうに差額の還付が行われるというこ

とでございます。 

 これについては、本来、甲欄でお支払いをすべきものの額自体は変わりません。甲欄で

お支払いして、手続上、乙欄で計算すべきところですけれども、実際の支払わなければい

けない金額は甲欄で、金額自体は変わりがないというところでございます。 

 ４ページにちょっとお戻りいただきまして、納税方法でございますが、病院、上下水道

局につきましては、各公営企業会計のほうから支払いますけれども、既決予算内で流用し

て支払いまして、11月定例月議会で補正予算で計上したいと思いますので、その際、また

ご審議をお願いしたいと思います。 

 扶養控除等申告書の件について１点でございます。 
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 そして、２点目……。 

 

○ 三木 隆委員長 

 ちょっと待ってください。 

 １点目について、まずご意見を、ご質疑を受けますので、税務調査に対する対応につい

て、説明は今お聞き及びのとおりですが、ご質疑、ご発言がありましたらお願いします。 

 

○ 早川新平委員 

 これ、きょうは報告となっておるので、ここで質疑を……。 

 

○ 三木 隆委員長 

 確認というかね。 

 

○ 早川新平委員 

 確認のところね。 

 

○ 三木 隆委員長 

 不明な点を確認するという意味で。 

 よろしいですか。 

 

○ 早川新平委員 

 これ、四日市だけですか。こういうようなことが他市でこういう病院とかを持っている

ところというのは、同じような調査があるのか、四日市だけなのか。 

 

○ 太田市立四日市病院次長兼総務課長 

 それは税務署からの調査というようなことでございますでしょうか。 

 税務署がどのような調査を他にしているかというのは、私どもは把握しているところで

はございません。聞こえますところ、税務署は定期的にいろんな企業であるとかに、調査

が入っておりますので、同じような形の一環として当院に入られたというふうな認識をし

ています。 
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 ですので、当院のここに、ある意味、そもそも疑義があって税務署が調査に入られたの

ではないというふうな認識をしております。 

 以上です。 

 

○ 早川新平委員 

 これ、今までもこういうやり方で四日市はやっておったんやな。それまでは入っていな

かった。 

 

○ 太田市立四日市病院次長兼総務課長 

 以前からこのようなやり方を、病院だけでなく四日市市全体がしておりまして、このよ

うな指摘を受けたのは今回が初めてというところでございます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 よろしいですか。 

 他にございますでしょうか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 小川政人委員 

 ようわからんのやけど、税務署のルールに従わずに源泉徴収をしておったということか。 

 

○ 太田市立四日市病院次長兼総務課長 

 結果的にはそういうことになると認識しております。 

 

○ 小川政人委員 

 そうやって認められるとそのとおりなんやろうけど、そんなの、普通気がつかんのか。

そんな期限までに源泉徴収に対して申告書が要ることはわかっておるわな。控除証明書で

も何でも、みんな要るやんか。そんなの、なしで勝手に、控除証明書はこれに入っていな

いけれども、なしで今までもずっとやっておったのか。 
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○ 太田市立四日市病院次長兼総務課長 

 11月の時点で、扶養控除等申告書の提出を皆さんから求めておりまして、それを翌年の

１月のときには扶養の状態が変わっていないだろうというようなことで、その申告書を活

用して扶養の計算、そして、甲欄で申請をしていたということで――申しわけないです―

―私どもはそれが正しいものだと認識していたところでございますが、そうではないとい

うところで、お支払いする税額自体は間違いではないんですけれども、そのやり方が間違

っていたというような指摘でございます。 

 以上です。 

 

○ 小川政人委員 

 だから、その税額は間違えてないんのやけれども、勝手に自分たち、源泉徴収するため

の申告書がないのに勝手にしたというだけの話やろう。勝手に、変わらんわというだけで。 

 だから、申告書を求めなければいけなかったのに求めなかったということやろう。 

 

○ 太田市立四日市病院次長兼総務課長 

 そのような形になると思います。 

 １月の年初の給与支払いまでに、その年の扶養控除等申告書を提出していただかなけれ

ばいけないところを、そうしていなかったというところです。 

 

○ 小川政人委員 

 怠慢や。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 三木 隆委員長 

 退職所得のほう、続けてお願いします。 

 

○ 太田市立四日市病院次長兼総務課長 

 続きまして、２番目の件についてご報告をさせていただきます。 

 病院事業管理者の退職手当につきましてですけれども、現在３期目をお勤めいただいて
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いるんですけれども、２期目と３期目、１期目と２期目もそうなんですけれども、同じよ

うな業務についておりますけれども、２期目と３期目になるときに、当院としましては退

職手当を支給しておりました。 

 それにつきまして、これは退職手当については退職所得として当院が支払いをしておっ

たんですけれども、これは退職所得ではなくて給与所得ではないかという指摘を受けまし

た。給与所得につきましては、退職所得よりも税額が大きいというようなところでござい

ます。 

 そして、３ページの②、下のほうでございますけれども、この退職手当につきましては、

まず、地方公営企業法において、公営企業の事業管理者は４年という任期が定められてお

ります。これは法で定められております。 

 そして、当院、四日市市の条例におきまして、退職ごとに、任期ごとに退職手当を支給

するという規定を設けております。これにつきましては、こちらに書いてございますよう

に、市長等の退職手当についての規定を準用したところでございます。 

 このような当院の支払い方につきましては、全国の病院で事業管理者を置いている病院

も、基本的には同じように退職――４年はこれ、法で決まっておりますので――ごとに退

職手当を退職所得として支払っている形になっておりますので、当院がこれを税務署のお

話のとおり、その都度、退職所得ではなく給与所得として税額を多く払うということにな

れば、全国的な先例となってしまうおそれもありますので、これは慎重に対応しなければ

いけないということもございまして、税の専門家でありますとか、顧問弁護士であります

とか、いろんなところにご相談をさせていただいて、やはりこれは、一般の企業のような

形ではなくて、任期も決まっております。その任期ごとに、辞令も任期が入った辞令をお

渡ししているということで、これについては、自動的とか機械的にそのまま職を継続して

いるわけではないというようなことを説明させていただいて、それについては税務署とし

ても調査していただくというようなことでございました。 

 それにつきまして、実は先週の金曜日の夕刻、業務時間外に税務署からお話がありまし

て、これにつきましては、当院の主張といいますか、説明をした結果、こちらの退職手当

を給与所得としてのお話については指摘しないというようなことを税務署から受けました

ので、こちら、資料として記載してございますけれども、この件につきましては、税務署

のほうから――もうなかったことと言いますとちょっと表現として適切かどうかはわから

ないんですけれども――もう指摘のお話はなしだというようなご連絡をいただいたという



 - 29 - 

ところでございます。 

 以上です。 

 

○ 三木 隆委員長 

 退職者についての説明は以上ですが、ご質疑があれば。 

 

○ 笹井絹予委員 

 お尋ねしたいんですけれども、この退職手当というのは、先ほどおっしゃったように、

４年というふうに、これは昔からということなんですか。なぜ、この退職手当がその期ご

とにあるのかなと思ったんですけれども。 

 

○ 太田市立四日市病院次長兼総務課長 

 まず、事業管理者が置かれたのが公営企業法の税務適用になってからですので、そんな

に古くからではないんですけれども、以前はもうずっと通算して支払われていた時期が、

市長につきまして、例えば、もう20年も30年もされている市長が以前おみえになって、そ

のときは、ちょうど高度経済成長時期でございます。最後、通算して支払いますと、最後

の年に支払っていた給料をもとに退職手当が計算されますので、１期目のときの給料と比

べると、最終期の給料というのがかなり高くなっていますので、それで退職手当を計算す

るとかなり高額の退職手当を支払うことになってしまうということがあったということか

らかもしれないんですけれども、いや、もう４年の任期ごとに支払いましょうというよう

な形で動きがあって、任期ごとに支払うという話になったというふうには聞いています。 

 当院の病院事業管理者につきましては、税務適用で事業管理者の制度をつくったのは平

成17年か――済みません、ちょっとうろ覚えで申しわけなんですけど――それほど古くは

ないので、昔からというご質問に対しては、そのころから条例で任期ごとに支払うという

ことになっていたというところでございます。 

 以上です。 

 

○ 三木 隆委員長 

 理解されましたか。ちょっと難しいですね。 

 他にご質疑はありますか。 
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（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 なければ、３番の示談事案における賠償金の支出についての報告を求めます。 

 

○ 西山医事課長 

 示談案件における賠償金の支出についてご報告申し上げます。 

 賠償金額が１件で20万円です。 

 帝王切開で出産された後、手術部の跡の創部感染を合併し、他の病院で緊急手術を受け

ることになった事案でございます。 

 発生年月が令和元年７月、患者様は20代女性、示談の案件といたしましては、医師の説

明が不足していた部分がございまして、術後の創部感染が悪化することになり、患者が他

院で緊急手術を受けまして、その後、患者の入院期間が延長となったことに対してお支払

いをさせていただきます。 

 この金額につきましては、全額、病院賠償責任保険から補塡されます。 

 今後の対応策といたしましては、退院時に医師のほうが、こういう状況になったら、あ

るいはこういう症状が出たらというふうな詳細な説明を丁寧に行うというふうなことを徹

底するというふうに考えており、また、緊急性を理解するような説明も同時に行うように

指示をいたしました。 

 以上でございます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 報告はお聞き及びのとおりです。 

 何か確認するようなことがありましたら、ご質疑ください。ありませんか。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 別段、質疑もないようですが、本件につきましてはこの程度といたします。 
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 それでは、理事者の皆さんはご退席ください。 

 

○ 日置記平委員 

 総括でいいかな。戻ることになるけど、意見だけね。 

 初めの確定申告のところなんだけど、うちの首長は公認会計士やね。病院の院長と違う

よ、市長がね。全体の責任は市長にもあるので、公認会計士として、これはやっぱり責任

は感じてもらわないかん。感じていると思うけど、重く感じてもらわないと、普通の人や

ない、資格を持った人やでね。資格を返さならんことになるかどうか知らないけど、ふと

考えていたら、そんなことを思い出したので、これは、委員長判断で、市長に一言言って

おいてもらう必要があるのかなと、こんなことになって。案外、基本的な問題よ、これね。

そんなことを思いました。 

 

○ 三木 隆委員長 

 ただ、これは、平成18年ぐらいから、今のやり方でやっておると聞いておりますが、そ

の辺は間違いないでしょうか。 

 

○ 加藤市立四日市病院事務長兼病院事業副管理者 

 私どもとしましては、全市共通で、そのころからやっていたというふうに聞いておりま

す。認識もいたしております。 

 

○ 三木 隆委員長 

 日置委員、今の市長が見つけられなかったという部分はあります。ただ、平成18年のこ

ろから今のやり方をやっておるという部分は、ご認識いただきたいと思います。 

 本件につきましてはこの程度といたします。 

 それでは、理事者の皆さんはご退席ください。お疲れさまでした。 

 それでは、どうもお疲れさまでした。 

 今、ペーパーを回しますが、８月定例月議会、議会報告会の市民意見のまとめについて、

11項目が挙げられたと。全項目について、その他の意見というふうに今、まとめさせてい

ただきましたが、これについてご意見がありましたら伺います。 
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○ 樋口龍馬委員 

 まとめ上は、特段、その他の意見でいいっちゃいいんですけれども、有害鳥獣の計画、

こちらについては、ぜひ休会中の所管事務調査の中に入れていただきながら、私たちの所

管部分でもありますので、鳥獣被害防止計画を確認していければなというふうに思います

ので、皆さんがご同意いただければですけれども、ぜひ扱っていきたいなと私は個人的に

思います。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他の委員は、今の意見に対してどう考えられますか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 三木 隆委員長 

 賛成。 

 他の委員は。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 三木 隆委員長 

 賛成。 

 小川委員、賛成でよろしいですか。 

 笹井委員、よろしいですか。 

 日置委員。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 三木 隆委員長 

 ということで、その件につきましては取り上げていきたいと考えます。 

 他に。この件はこの程度でよろしいですか。 
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○ 三木 隆委員長 

 次に、行政視察についての確認を行います。 

 日程は令和２年１月28日、火曜日から30日、木曜日の期間でございます。 

 視察先は福井県鯖江市、女性が輝く「めがねのまちさばえ」について、２番目、富山県

富山市、富山市公設地方卸売市場再整備構想について、３番目、富山県高岡市、産業振興

について、４番目、石川県金沢市、地域コミュニティの活性化についてという狙いで実施

したいと思います。 

 それで、テーマについて、この各視察先に対して事前に送付する質問事項案を作成して

いただきました、事務局のほうに。これを確認していただいて、ほかに、まず、その内容

でいいのかという部分と、それ以上に何かいい案がありましたら、今、きょう言ってきょ

うというのは難しいと思いますので、締め切り、いつやったっけ。 

 

○ 伊藤議会事務局主事 

次の12月の議会までであれば。 

 

○ 三木 隆委員長 

 確認していただいて、ぜひこういう部分が見たいと言われるのであれば、今言われたよ

うに12月の議会までに事務局なり私のほうに申し出ていただければ、追加して向こうに報

告したいと思います。 

 何か質問がありましたら。なしですか。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 それでは、きょうの予定は全て終わりました。 

 いろいろ客引き防止のところ、なかなか難しい部分もあるんですが、一遍、現状を僕は

見やなあかんかなという部分で、議員の方も現状をちょっと見やんとという部分が思いま

すので、またどこかの機会で皆さんの意見を聞きながら進めていきたい。 

 

○ 樋口龍馬委員 
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 それは委員長が飲み会を一回企画して、それを歩いてみんなで行けば、現状はよくわか

りますよね。まんまとひっかかっちゃう。 

 

○ 三木 隆委員長 

 一遍その辺を考えますので、一つ、そのときはご協力のほどよろしくお願いします。 

 では、本日はこの程度とします。ご苦労さんでございました。 

 

                                １１：２７閉議  


